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近年、医療の効率化や品質向上、健康格差是正等に向けて、デジタル技術を活用した変革（デ

ジタルヘルス、医療 DX）が重要視されています。EU（欧州連合）では、欧州保健データスペー

ス（EHDS :European Health Data Space1) 2)）を中心に、加盟国間の相互運用やデータ共有、国

を超えた医療サービスの提供（越境医療）、ヘルスデータの研究利用・二次利用を可能とするよう

な制度設計が進められています。このような制度設計を背景に、各国が自国の医療システム（プ

ライマリケア、病院診療、遠隔医療、予防医療等）にデジタル技術を導入・拡張しつつあります。 

各国の状況は、欧州委員会（European Commission）が発行している「2025 digital decade 

ehealth indicator study3)」において、「eHealth 総合成熟度スコア」（アクセス手段、対応データ

タイプ、国民・医療提供者への浸透、アクセス技術・認証方式などを基に算出）として報告され

ています（図 1、図 2）。EU27 加盟国の平均では、2024 年時点で 83 % に達しており（図 1）、

ほぼ全ての指標において前年度よりスコア増加が見られます（図 2）。 

 

 
図 1  eHealth 総合成熟度スコア （出所）2025 digital decade ehealth indicator study3) 矢印追記 
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図 2  eHealth 総合成熟度スコア EU27 加盟国の平均 指標別スコア （出所）図 1 に同じ 

 

EU における医療 DX の進展には、複数の制度的・技術的・社会的な課題や国によるデジタル

成熟度のばらつきもあります（図 1）。健康情報は機微な情報であり、個人識別性や、保険適用、

差別リスク等に関連するため、プライバシー保護やサイバーセキュリティ対策を強化し、データ

保護規制（GDPR: General Data Protection Regulation を含む欧州域内法制度 4)）を踏まえた実

用的なデータ利用制度の設計が求められます。EU は、複数階層のガバナンス構造（EU、国家、

地方）を持つため、例えば、EHDS を実現するためには、各国が国内法制度を整備し、EU 規則・

指令と整合する必要があるなど、制度調整が複雑になる傾向があるようです。また、医療機器や

医薬品の規制、医療 AI 規制、データガバナンス法、保険制度、再利用法といった複数の制度が交

錯するため、事業者や医療機関が法令適合性を確保しながら医療 DX を実装するのは高負荷であ

り、大規模な初期投資（システム開発・導入・保守、データセンター設置、研修等）や運用コスト

（システム更新、セキュリティ・バックアップ体制等）といった資金面の課題もあると考えます。 

また、関連データとして、国連による電子政府開発指数（EGDI）調査結果も表 1 に示します。 

 

表 1  電子政府開発指数（EGDI）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 20245) 赤枠追記 
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ここからは、eHealth 総合成熟度スコアが 100%かつ電子政府開発指数ランキング 2 位である

エストニアに着目するとともに（図 1、表 1）、EU のうち世界の医療機器市場規模上位国である

ドイツについても医療 DX 事例を取り上げます。 

 

 エストニアは九州とほぼ同じ面積ですが、人口約 130 万人と少なく（cf. 熊本県：約 170 万人、

東京都：約 1,400 万人）、少数人口が広域に分散しているため、オンライン化、デジタル化（DX）

の合理性が高く、医療 DX も進んでいると言われています。エストニアのタリン港はバルト海の

中でも不凍港として知られ、ドイツや旧ソビエト連邦（ソ連）の支配下にあった時代から、戦略

拠点として工業が発展し、IT・軍事技術が集中していました。「ソ連のシリコンバレー」と呼ばれ、

東西両方（ソ連・ヨーロッパ）の情報や技術に通じた人材が多数いたことから、1991 年の再独立

後より、ソ連時代の「IT 人材資源」を活かした「戦略的 DX 国家」が急速に発展しました 6)。 

 

図 3 エストニアのデジタル化政策 （出所）月刊「事業構想」2021 年 4 月号 6) 

  

特に医療 DX が進む契機となったのが、2007 年のサイバー攻撃事件でした（図 3）。エストニア

は世界で初めて国家レベルのサイバー攻撃（サイバーテロ）を受けたことから、翌 2008年にNATO

サイバー防衛センター（CCDCOE：Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence）をタリン

に創設するとともに、電子政府（e-Estonia）のインフラを再設計し、ブロックチェーン技術を導

入するなど、サイバーセキュリティを強化しました。その結果、電子データ共有システム「X-

ROAD7)」に行政・社会保障・教育などと併せて医療情報を連携することが可能となり、電子医療

制度（e-Health System）が導入されました（図 3）。「once only（一度の情報提供で済む）原則」

が実現されていることから、下記のような医療 DX の特徴があります 8)。 

 

1. 全国統一の電子健康記録（EHR: e-Health Record）制度 

・すべての国民が電子健康記録（EHR）を保有し、医療機関の 99%以上がオンライン接続。 

・診療履歴、処置手順、検査結果、処方箋、画像情報、紹介状などが一元管理されている。 

・医師や患者がリアルタイムでアクセス可能。 

2. e-処方箋普及率ほぼ 100% 

・処方箋のやりとりが完全に電子化され、紙はほぼ使われていない。 

3. 患者が自分の医療データにアクセスできる 

・誰がいつ自分のデータにアクセスしたかログ確認可能。 

・国民のデータ主権が強く守られている。 

4. 遺伝子データ・バイオバンクの活用 

・約 20 万人（人口の 15%以上）が登録するゲノム情報バイオバンクが整備されている。 

・予防医療や個別化医療に活用。 

5. デジタル ID・オンライン診療の標準化 

・国民全員がデジタル ID を持ち、医療・行政・処方箋などがスマホや PC で完結可能。 

・遠隔診療、遠隔相談も制度的に整備されている。 
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また、Health Founders Estonia や Tehnopol HealthTech Community など、医療 DX に関連

するスタートアップ支援、産学官連携、国際展開を視野に入れたロードマップも策定されており、

2025 年 9 月には、エストニア政府および関連組織間で HealthTech Innovation Roadmap の MoU

（了解覚書）が署名され、制度・支援体制の構造化が進んでいます 9)。 

なお、電子政府開発指数ランキング 1 位のデンマークも（表 1）、ドイツ支配下にあった歴史を

有し、エストニアに近い DX 状況にありますが、国外開放や EU 連携よりも主に国内の最適化に

注力している点が、エストニアとの大きな違いのようです。 

 

ドイツは、公的医療保険制度や高額療養費制度など日本と類似点の多い国ですが、診療報酬シ

ステム電子化の義務化をはじめ、医療 DX の取組が近年加速しています。その中核的な存在が、

2005 年に設立された公的機関である gematik（Gesellschaft für Telematikanwendungen der 

Gesundheitskarte mbH10)）です。国民保険証に相当する電子健康カード（eGK）をはじめ、電子

処方箋（E-Rezept）や電子患者記録（ePA）の導入など、デジタル医療インフラの構築と管理を、

デジタルヘルスケア法、患者データ保護法、E-Health 法といった法律に基づいて推進しています。

電子処方箋義務化（2024 年 1 月）に続き、保険データ、電子患者記録データなどを準匿名化して

研究者等のアクセスを可能とし、研究・開発に使いやすくする法制度の発効や（2024 年 3 月）、

法定健康保険加入者（約 7,300 万人）に対して、自動的に電子患者記録が付与される仕組みも導

入されています（2025 年 1 月）11)。なお、これらにはオプトアウト方式が採用されています 12)。 

また、患者が自分で電子処方箋や電子患者記録を管理するための公式アプリの提供も進められ

ているほか、ドイツ連邦医薬品・医療機器庁に登録された保険償還可能な SaMD（Software as a 

Medical Device）に関する DiGA（Digitale Gesundheitsanwendungen）制度も存在します 13)。 

遠隔診療アプリ「docdirekt」の導入は、ドイツにおける開業医不足の対策例として、バーデン

＝ビュルテンベルク（BW）州にて行われているモデル事業であり（図 4）、2018 年～2020 年の

2 年間で 3,090 件の相談事例が記録され、そのうち 2,726 件（88.2%）が遠隔（医師訪問不要）で

解決されたというデータもあります 14)。 

 

図 4 ドイツおける遠隔診療の例：BW 州  

（出所）神奈川県 ヘルスケア・ニューフロンティア MOU 締結機関の概要 15) 
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ここで、対面診療の回数（医師一人当たりの年間診療回数）と診療時間に対する患者満足度に

ついて、OECD のデータを基にドイツと日本を比較したいと思います（図 5）。対面診療の回数は、

ドイツ・日本ともに OECD32 加盟国の平均より多いようですが、ドイツは日本の半分程度となっ

ています。一方、ドイツの患者満足度は、OECD32 加盟国の平均より高く、日本の約 2 倍となっ

ています。日本では、医療アクセスの良さが、患者過多（医師不足）の状況につながり、医師一人

当たりの診療回数が増えることによって、患者一人当たりの診療時間が短くなり、患者満足度が

下がっていることが推測されます。遠隔診療には、外出や待ち時間の負荷を抑える患者メリット

があるだけでなく、働き方の柔軟性にもつながるなど医療機関メリットもあると考えられるため、

日本でも引き続き、遠隔診療の推進なども含めた診療体制の検討が必要であると思われます。 

 

 

図 5 対面診療の回数（上）・診療時間に対する患者満足度（下） 

（出所）Health at a Glance 2023 16) 国旗追記 

 

EU における医療 DX は、制度設計、データ共有や相互運用の技術基盤整備、AI 利活用などを

統合的に進める壮大な挑戦ですが、エストニアやドイツ以外にも多くの加盟国で、電子健康記録

のアクセス拡充や越境データ共有準備の成果が見られています。例えば、フランスにおいても、

パーソナル電子健康ポータル「Mon espace santé」が国民保険制度加入者全員に対して設けられ

ています。ドイツ同様に、義務的かつ自動作成で患者の医療書類（処方箋、検査結果、画像等）が

DMP（共有医療記録）に統合され、オンラインでの保存や閲覧が可能です（オプトアウト方式）。  

このように、遠隔医療や各種助成制度の導入なども広がりつつありますが、国・地域間格差、

プライバシー・セキュリティ確保と相互運用性の両立、法制度の調整、コスト負荷、利用者受容

性などの課題も残っています。これらの解決には、段階的対応、モジュール化設計の検討、評価

と改善の積み重ね、公民連携や制度適応力の強化などが鍵となるでしょう。エストニアの X-Road 

を基盤としたデータ連携技術「PlanetCross」を、市のシステムへ段階的に導入することを発表し

た市川市の事例もありますが 17)、日本が EU の経験・制度設計を参照する際にも、単に技術導入

例を模倣するだけでなく、ガバナンス構造に基づく制度設計、信頼性と責任の在り方、段階的導

入戦略などの設計思想を学び、自国事情に応じて最適化するアプローチが重要と考えます。 
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 今回は EU の医療 DX 事例として、エストニアとドイツを中心に紹介しました。MDPRO では

引き続き、国内外の医療 DX 動向を注視するとともに、医療機器業界が取るべき今後のアクショ

ンについて調査研究や考察を進めてまいります。 
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